
所定様式

関川水系関川砂利等の採取に関する規制計画

１．対象区間

(km)種 別 河川名 起 点 終 点 延長

新潟県上越市大字島田幹 川 関川 左岸：
12.2字諏訪田1572の2地先 海に至るまで

新潟県上越市大字新長者 （No.0.0K）右岸：
字上川原1217地先

(No.12.2k)

左岸：新潟県上越市佐内町支 川 保倉川
1.62855の2地先 関川合流点まで

右岸：新潟県上越市頸城区 （No.0.0K）
西福島字古城4の丁276地先

（No.1.6K）

計 13.8

別添一般図表示のとおり。

２．規制の方針
幹川関川、支川保倉川の国管理区間の砂利採取可能量は、約1,640千m3と推定されるが、砂利採取業者

からの骨材採取要望がなく、これまでに河川砂利採取は行われていない。
しかしながら、今後、需要の変化等が生じた場合に砂利採取が可能なよう、河川整備計画を基本に治水

・利水・環境への影響を勘案の上、掘削基準河床、掘削基準断面、保安区域及び禁止区域を設定するとと
もに、令和５年度以降５箇年の規制計画については、採取可能量の1,636千m3（５箇年計画）を許可予定
量とし、各年概ね330千m3を計画的に許可していく方針とする。

３．掘削基準河床及び掘削基準断面
（ ）掘削基準河床1

別添縦断図表示のとおり。

種 別 河川名 区 間 掘 削 基 準 河 床 高 備 考

幹 川 No.12.2K ～ No.0.0K 計画の低水路平均河床高関川

No.1.6K ～ No.0.0K 計画の低水路平均河床高支 川 保倉川

（ ）掘削基準断面2
別添横断図表示のとおり。



４．禁止区域等
（ ）禁止区域1

該当なし。

（ ）保安区域2
別添管内図、平面図表示のとおり。

５．掘削可能量及び採取可能量

種 別 河川名 起 点 終 点 延 長 掘削可能量 採取可能量 摘 要
（粁杭） （粁杭） （km） （千ｍ3） （千ｍ3）

No.12.2 No.0.0 12.2 1,788 1,609幹 川 関川

支 川 保倉川 27No.1.6 No.0.0 1.6 34

計 13.8 1,822 1,636

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。

６．年次別計画

年 次 別 計 画 （千ｍ3）
区 間

令和５年度 令和６年度 令和７年度

許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 許可又 採取可 流
は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 は認可 能量中 下河 川

起点 終点 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予名
量 又は認 想 量 又は認 想 量 又は認 想

可の予 量 可の予 量 可の予 量
想量 想量 想量

関川 12.2 0.0 320 320 0 320 320 0 320 320 0

保倉川 1.6 0.0 5 5 0 5 5 0 5 5 0

計 325 325 0 325 325 0 325 325 0

年 次 別 計 画 （千ｍ3）
区 間

令和８年度 令和９年度 合 計

許可又 採取可 流 許可又 採取可 流 許可又 採取可 流
は認可 能量中 下 は認可 能量中 下 は認可 能量中 下河 川

起点 終点 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予 の予定 の許可 予名
量 又は認 想 量 又は認 想 量 又は認 想

可の予 量 可の予 量 可の予 量
想量 想量 想量

関川 12.2 0.0 320 320 0 329 329 0 1,609 1,609 0

保倉川 1.6 0.0 5 5 0 7 7 0 27 27 0

計 325 325 0 336 336 0 1,636 1,636 0

（注）禁止区域及び保安区域は対象としない。


